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校 長 鈴木 朝代 

緊急事態宣言を受けての対応 
 

 保護者の皆様には、日頃より本校の教育活動にご理解、ご協力を賜り、ありがとうござ

います。 

 さて、今回の緊急事態宣言を受けて、本校では、以下のように対応いたします。 

 

 

記 

 

 

 

【水泳指導】 
１２日（月）以降の水泳の学習を中止いたします。また、夏季水泳指導も中止といたし

ます。 

 

 

【オリンピック観戦（５・６年生）】 
無観客観戦に伴い、中止といたします。また、８月２日（月）の登校も無しといたしま

す。 

 

 

【学習】 
音楽・・・宣言中は、歌唱・リコーダー・鍵盤ハーモニカの学習は行いません。 

 

家庭科・・・調理実習は宣言解除後に行います。 
 

他の教科においても、前回の宣言中の活動に準じて対策を行います。 

 

 

【その他】 
 昨日、メールにてお知らせいたしましたが、明日（７月１０日土曜日）の公開は、中止

とし、３時間目までの土曜授業として行います。感染防止としてクラス等での密を避ける

ため、ご理解とご協力をお願いいたします。 

家庭数 


